
１．「レジリエンス提案」の要件【2050先導型住宅推進事業】

項目 具体の要件

レジリエ
ンス措置
の内容

○ 住宅の入居者における「居住継続」や「生活継続」に資する
内容であること。

○ 想定するリスク（地震、台風、火災など）を明確にした上で、そ
のリスクの発生防止・低減、被害からの回復に向けて、どのよ
うな効果をもたらす提案であるのか、ストーリー性を明確にし
つつ、具体的に説明されていること。

○ 提案に係る内容が、平常時、発災時、発災直後、発災後の回
復期のいずれかのフェーズに対応する措置であるのか、明確に
すること。

○ 措置の適用範囲（一戸単位での措置又は複数住戸単位での措置）を
明確にすること。 等

モデル住
宅の計画
戸数

○ 10戸以上50戸以下の範囲で、事業期間内に着工予定の戸数

※ 「グループ提案」を行う場合は、グループを構成する各事業者におけ
る着工予定の戸数の合計とすること。

※ 事業期間中に着工した戸数が「計画戸数」に満たなかった場合は、次
年度以降の申請において、十分な体制が見込まれない事業主体として、
評価を引き下げることとするため、確実な範囲での戸数とすること。

効果検証
の方法

○ モデル住宅において、レジリエンス性の確保に係る措置の効
果を検証する方法を提案すること。

※ 災害が発生した場合を想定して、採用したレジリエンス措置の効果を
検証することできる方法を提示すること。

※ 消費者へのインタビューやアンケートによる意識調査など、災害が発
生していない場合であっても実施できる方法も、合わせて提示すること。

提案書

・ レジリエンス措置の内容

・ モデル住宅の計画戸数

・ 効果検証の方法 

HM・工務店HM・工務店
1.提案（今回の募集）

２.審査

３.採択

有識者委員会有識者委員会

HM・工務店HM・工務店

提案から交付申請までのフロー

※ 提案書の提出件数の上限は、１事業につき３件までとする。

別紙



２．事業の概要【2050先導型住宅推進事業】
※令和８年度当初予算：住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業（308.60億円）の内数

2050年を見据えた良質な住宅ストックを形成するため、自然災害時等における住宅のレジリエンス性の確保に向けた先導的な取組を支
援するモデル事業を創設する。

【住宅の種別】
・新築住宅及び既存住宅（注文住宅、分譲住宅（建売住宅又は
分譲マンション）、賃貸住宅いずれの住宅も補助対象とする）

【対象住宅】
・次の①から⑥までに掲げる要件に適合する住宅
※ 本事業はモデル事業であることから、⑥がポイント

【選定方法】
・災害や避難生活などに関する有識者による「評価委員会」に
より、レジリエンス性の向上を図る先導性の高いプロジェクト
を採択する

補助を受けるための住宅の要件

事 業 主 体

補 助 率 ・ 額

・民間事業者等

・50万円/戸（定額）

① 耐震性

② 劣化対策

③ 断熱性

④ 省エネルギー性

⑤ 蓄電池又は燃料電池の設置

⑥ レジリエンス性の向上に資する措置（事業者からの提案）

補助対象工事 ・レジリエンス性の向上に資する工事（表の⑤及び⑥）

避難所

モデル住宅

避難所利用者在宅避難者

「居住継続」・「生活継続」が可能なモデル住宅

補助対象

レジリエンス確保による効果のイメージ

ハザードの発生

インフラからの供給
（ライフラインの確保）

一般的に想定されるケース

住宅そのものがダ
メージを受けると、
「居住継続」が困難

住宅はダメージを受
けていなくても、ライ
フラインの途絶によっ
て「生活継続」が困難

インフラの被害
（ライフラインの途絶）

リロケーションエフェクト対策
（環境変化に伴う心身負担の軽減）

避難所の負担軽減
（稠密化の低減・環境改善）

レジリエンス提案
に係る措置

蓄電池
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